
新庄市公告第２０号 

 

認可地縁団体が所有する不動産の移転登記について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の４６第１項の規定により、認可地縁団体

が所有する不動産の登記移転に係る公告申請がありましたので、同条第２項の規定により次の

とおり公告します。 

 

令和８年２月２０日 

新庄市長 山科 朝則  

 

１ 公告期間 令和８年２月２０日から令和８年５月２０日まで 

 

２ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所 

名称 金沢新町町内会 

区域 

区域名称 地番 

上金沢町 １３番地１４号地から１８号地まで 

１４番地全域 

１５番地全域 

金沢元屋敷 ２００５番地から２０１１番地まで 

２０１５番地から２０２１番地まで 

２０２４番地 

２０５０番地 

２１２６番地 

２１２８番地 

２１３７番地から２２８９番地まで 

２５７０番地 

２８２０番地から２８７５番地まで 

３１００番地から３１０１番地まで 

大字鳥越玉の木 １８９９番地から１９８５番地まで 

大字鳥越 ４８１番地から４９４番地まで 

９８６番地から１００５番地まで 

１６３９番地 

主たる事務所 新庄市金沢２１４４番地の６ 



３ 申請不動産並びに表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所 

・建物 

名 称 延 床 面 積 所 在 地 

集会場（金沢新町公民館） １０９．３ ㎡ 新庄市金沢字元屋敷３１０６番地１６ 

・表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所 

氏名又は名称  柿﨑 金三郎 

住    所  新庄市金沢２８２０番の２号地 

 

４ 異議を述べることができる者の範囲 

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申

請不動産の所有権を有することを疎明する者 

 

５ 異議を述べることができる期間 

令和８年２月２０日から令和８年５月２０日まで 

 

６ 異議を述べる方法 

地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第２２条の３第２項に規定する申出

書及び関係書類を新庄市長に提出すること。 

 

７ 異議申出書等提出先 

新庄市総合政策課 広報・地域づくり係 


